
１　総括１　総括１　総括１　総括

（１）　人件費の状況　（普通会計決算）

（注）　 1　職員手当には退職手当を含まない。

2  職員数は平成22年4月1日現在の人数である。

（３）　特記事項
人件費削減措置

（４）　ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）

（注）　

【参考】地域手当補正後ラスパイレス指数

（注）H23.4.1現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したもの

千円 千円 千円 ％ ％

名取市の給与・定員管理等について名取市の給与・定員管理等について名取市の給与・定員管理等について名取市の給与・定員管理等について

区分
住民基本台帳人口
（平成２２年度末）

歳出額
　　　　　A

実質収支 人件費
　　　　　　B

人件費率
　　　　　　B/A

（参考）
21年度の人件費率

22年度 72,350 23,329,071 799,085 4,970,713 21.3 21.7

人

（２）　職員給与費の状況　（普通会計決算）

区分
職員数
　　　A

給             　  与　  　     　　　費 一人当たり
給与費　B/A

(参考)類似団体平均
一人当たり給与費給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　B

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

22年度 547 2,011,921 577,432 749,260 3,338,613 6,103 5,959

区分 削減措置 内　　　容

特別職 給料月額の削減
平成15年4月から、市長は5%、副市長、教育長は3%の
給料月額を減額

管理職 管理職手当の削減 支給月額の10％～18％を減額

1　　　ラスパイラス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数
　　である。

2　　　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したもの
　　である。

95.7
（平成２３年４月１日現在）

※「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を
比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数である。
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２　一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在）２　一般行政職給料表の状況（平成２３年４月１日現在） （単位：円）

（注）　給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（１）　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況　（平成２３年４月１日現在）
①　一般行政職

②技能労務職

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成20年～平成22年の3ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種の比較にあたり、年齢、業務内容雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

１号給の
給料月額

135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600 366,200

最高号給の
給料月額

243,700 309,200 356,400 390,100 402,500 424,600 458,400

区　　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額
（国ベース）

名取市 44.1 歳 328,201円 469,199円 362,582円

宮城県 42.8 歳 343,936円 440,213円 379,909円

国 42.3 歳 327,205円 ― 397,723円

類似団体 43.7 歳 332,547円 401,218円 362,919円

区　　　　分

公　　　　務　　　　員 民　　　　間 参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

（A)
平均給与月額
（国ベース）

対応する民間
の類似職種

平均年齢
平均給与月額

（B)
A／B

名　取　市 47.8 歳 65人 299,675円 376,367円 325,507円 ―

用務員 48.2 歳 42人 297,797円 352,082円 323,705円 用務員 53.8 歳 209,700円 1.68

― ― ―

宮城県 49.5 歳 257人 332,110円 383,254円 358,903円 ― ― ― ―

国 49.5 歳 3,689人 283,862円 ― 321,662円 ― ― ― ―

類似団体 48.9 歳 46人 313,183円 347,693円 329,465円 ― ― ― ―

区　　　　分

参　　　　考

年収ベース（試算値）の比較

公務員
（C)

民間
（D)

C／D

名　取　市 ― ― ―

用務員 4,847,300円 2,943,200円 1.65



③　小・中学校（幼稚園教諭）教育職

（注） 1

2

（２）　職員の初任給の状況　（平成２３年４月１日現在）

（３）　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況　（平成２３年４月１日現在）

平均給与月額

名取市 37.6 歳 284,180円 328,917円

区　　　　分 平均年齢 平均給料月額

宮城県 45.0 歳 392,373円 439,181円

国 ― ― ―

類似団体 43.0 歳 326,746円 354,793円

  「平均給料月額」とは、平成２３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を
合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

区　　　　分 名取市 宮城県 国

一般行政職

大学卒 172,200円 178,800円 172,200円

高校卒 140,100円 144,500円 140,100円

技能労務職

高校卒 137,200円 141,900円 ―

中学卒 121,600円 125,400円 ―

教育職

大学卒 ― 199,700円 ―

短大卒 152,800円 ― ―

区分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

一般行政職

大学卒 247,343円 283,271円 340,277円

高校卒 － 258,817円 290,138円

技能労務職

高校卒 － － ※

中学卒 － － 252,983円

教育職 短大卒 － － －

（注）　技能労務職（高校卒）については、経験年数１０年及び１５年の職員がおらず、近似値も得られないため記載していない。
　　　　技能労務職（中学卒）については、経験年数１０年の職員がおらず、近似値も得られないため記載していない。
　　　　教育職（短大卒）については、経験年数１０年、１５年及び２０年の職員がおらず、近似値も得られないため記載していない。
        　※：個人情報保護の観点から公表しない。



４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況４　一般行政職の級別職員数等の状況

（１）　一般行政職の級別職員数の状況　（平成２３年４月１日現在）

（注）　 1 名取市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注）　平成１８年に９級制から７級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）

区  分 標準的な職務内容 職員数 構成比

1　級 主事又は技師等の職務（主事、技師） 33　人 10.2 %

2　級
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師等の職
務（主事、技師）

18　人 5.6 %

3　級
係長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の
ものとして市長が規則で定める職の職務（主査、技術主査、係長）

97　人 29.9 %

4　級
課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程
度のものとして市長が規則で定める職の職務（主幹、技術主幹、課
長）

51　人 15.7 %

5　級
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を処理する課長補佐の
職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとし
て市長が規則で定める職の職務（課長補佐、技術補佐）

86　人 26.5 %

6　級
次長、課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同
程度のものとして市長が規則で定める職の職務（参事、技術参事、
課長、部次長）

30　人 9.3 %

7　級
部長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度の
ものとして市長が規則で定める職の職務（部長）

9　人 2.8 %

１級 10.2% １級 7.9% １級 5.6%

２級 5.6%
２級 5.4%

２級 6.6%

３級 29.9% ３級 32.9% ３級 36.1%

４級 15.7% ４級 17.1% ４級 14.7%

５級 26.5% ５級 25.0% ５級 25.4%

６級 9.3% ６級 8.9% ６級 9.4%

７級 2.8% ７級 2.8% ７級 2.2%
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（２）　昇給への勤務成績の反映状況

５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況５　職員の手当の状況

（１）　期末手当・勤勉手当

千円 千円 －

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による 職制上の段階、職務の級等による

加算措置 加算措置 加算措置

(役職加算） ％ (役職加算） ％ (役職加算） ％

(管理職加算） ％ (管理職加算） ％ (管理職加算） ％

（注）　

【参考】　勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（２）　退職手当（平成２３年４月１日現在）

（支給率） （支給率）

勤続２０年 23.50月 30.55月 勤続２０年 23.50月 30.55月

勤続２５年 33.50月 41.34月 勤続２５年 33.50月 41.34月

勤続３５年 47.50月 59.28月 勤続３５年 47.50月 59.28月

最高限度額 59.28月 59.28月 最高限度額 59.28月 59.28月

その他の加算措置 定年前早期特例措置 その他の加算措置 定年前早期特例措置

（2％～20％加算） （2％～20％加算）

（退職時特別昇給 無 ）

１人当たり平均支給額 千円 １人当たり平均支給額

（注）　

１　勤務成績の評定の実施状況
　　毎年1月1日現在において、所属長からの報告により各職員の前1年間の勤務成績を判定し、昇給の号給数を
  決定している。
２　昇給への勤務成績の反映状況
　　所属長からの報告及び勤務状況等を考慮して、勤務成績を反映している。なお、今後も勤務実績の反映方法
　については、　継続して検討していく。
３　その他
　　平成２０年度から管理職、平成２１年度から一般職を含めた全職員を対象とした能力・業績に基づく人事評価を
　試行中である。（ただし、平成２３年度については中断。）

名　　　取　　　市 宮　　城　　県 国

１人当たり平均支給額（平成22年度） １人当たり平均支給額（平成22年度） １人当たり平均支給額（平成22年度）

1,401 1,691

2.60 1.35 2.60 1.35 2.60 1.35

1.45 0.65 1.45 0.65 1.45 0.65

5～15 5～20 5～20

0 15～25 10～25

（　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

１　勤務成績の評定の実施状況
　　6月1日及び12月1日を基準日として前6ヶ月間の勤務成績の評定を実施。
２　勤勉手当への勤務成績の反映状況
　　病気休職者等を除き成績率に差を設けず、一律の支給を行った。なお、今後も勤務実績の反映方法については、
　継続して検討していく。

名　　　取　　　市 国

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

16,455 －

退職手当の１人当たり平均支給額は、平成22年度に退職した全職種に係る職員に支給 された平均額である。



（３）　地域手当（平成２３年４月１日現在）

（４）　特殊勤務手当（平成２３年４月１日現在）

支 給 実 績 （平 成 ２ ２ 年 度 決 算 ） 61,994 千円

支給職員１人当たり平均支給額（平成２２年度決算） 112,512 円

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

％

東京都特別区 18 ％ 0 人 18

589 人 3

％

宮城県仙台市 6 ％ 4 人 6

％

支給実績（平成２２年度決算） 7,359 千円

支給職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） 35,380 円

　宮城県
　　名取市・多賀城市
　　・利府町・富谷町

3 ％

職員全体に占める手当支給職員の割合（２２年度） 37.7 ％

手当の種類（手当数） ５種類（16）

特殊勤務手当の種類 支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

税務手当 第１種 従事職員 市税の滞納整理のための外勤業務 日　額 300円

防疫業務手当 第１種 従事職員

感染症又は人体に感染症のある家
畜伝染病が発生し、若しくは発生す
る恐れがある場合での感染症患者
等の収容作業又は防疫業務

日　額 800円

第２種 従事職員
そ族昆虫駆除のための防疫薬剤等
の調合又は散布作業

日　額 500円

不快手当 第１種 従事職員 行路死亡人取扱業務 １件につき 2,000円

第２種 従事職員 行路病人取扱業務 １件につき 1,000円

第３種 従事職員 と蓄等処理業務 １件につき 500円

外勤業務手当 第１種 従事職員 生活保護のための外勤業務 日　額 200円

第２種 従事職員
勤務時間外に用地交渉のための外
勤業務

日　額 500円

第３種 従事職員 地積調査等のための外勤業務 日　額 200円

第４種 従事職員
公営住宅使用料、下水道使用料及
び受益者負担金等の滞納整理のた
めの外勤業務

日　額 300円

消防防災手当 第１種 従事職員
水火災防ぎよ（火災は放水した場合
に限る。）活動

１回につき 300円

第２種 従事職員 救助活動 １回につき 200円

第３種 従事職員
救急業務（傷病者を搬送した場合に
限る。）

１回につき
・市内200円

・市外300円

第４種 従事職員 消防吏員の深夜勤務 １回につき 500円

第５種 従事職員
救急業務に従事し、救急救命士法
施行規則（平成３年厚生省令第44
号）第21条に規定する救急救命処

１回につき 1,000円



（５）　時間外勤務手当

（６）　その他の手当（平成２３年４月１日現在）

配偶者 13,000円

配偶者以外の扶養親族

　・１人目

　　配偶者がいる場合 6,500円

　　配偶者がない場合 11,000円

　・その他 1人につき6,500円加算

　・扶養親族である子のうち満１６歳の年度始めから

　満２２歳の年度末までの子１人につき5,000円加算

１　借家、借間に居住している職員

　ア　月額23,000円以下の家賃を支払っている

　　　職員・・・家賃－12,000円

　イ　月額23,000円を超える家賃を支払っている

　　　職員・・・11,000円＋（家賃-23,000円）/2

交通機関利用者の支給限度・・・月55,000円 交通機関利用者の

交通用具の使用者 支給限度

　ア　普通自動車以外 ・・・月55,000円

・・・使用距離により2,000円～24,500円 交通用具の使用者

　イ　普通自動車

・・・使用距離により2,200円～24,200円

やむを得ない事情により、同居していた配偶者

と別居することとなった職員

月額23,000円+（規則により最高45,000円）

管理、監督の地位にある職員のうち、次の職員

会計管理者、消防長、部長、社会福祉事務所長、

　議会事務局長・・・72,570円（88,500円）

理事・・・67,338円（77,400円）

部次長・・・63,294円（72,700円）

課長、工事検査監、保健センター所長、

　事務局長、消防署長・・・57,316円（62,300円）

参事、技術参事、指導主事・・・47,748円（51,900円）

場長、所長（出張所除く）、館長、園長、

　事務長・・・45,632円（49,600円）

　臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の

必要により週休日又は休日に勤務した管理職手

当の支給を受ける職員

支給額は役職名に応じて5,000円～8,000円

ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える

場合は上記の額に100/150を乗じて得た額

支給実績(平成２２年度決算) 298,977 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２２年度決算） 618 千円

支給実績（平成２１度決算） 190,869 千円

職員１人当たり平均支給年額（平成２１年度決算） 383 千円

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

支給実績
（22年度決算）

支給職員１人当た
り平均支給年額
（22年度決算）

扶養手当 同じ － 60,593千円 232,157円

住居手当 同じ － 28,214千円 317,011円

通勤手当 異なる 27,803千円 66,834円

・・・使用距離により
2,000円～24,500円

単身赴任手当 同じ － － －

管理職手当 同じ － 43,359千円 647,149円

管理職員特別
勤務手当

同じ － 3,126千円 51,246円



　正規の勤務時間として午後10時から翌日の

午前５時までの間に勤務する職員

（給料の月額＋地域手当）×12

１週間の勤務時間40×52

×深夜勤務時間数

　休日（祝日、年末年始）に正規の勤務時間中に

正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた

職員

（給料の月額＋地域手当）×12

１週間の勤務時間40×52

×正規の勤務時間中に勤務した全時間数

宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員

　 1回につき　　4,200円

　平成16年10月29日から引き続き旧寒冷地に在

勤する職員に対し、11月から3月まで各月支給

※　平成２１年度以降、支給対象者なし。

（注） 管理職手当の（　　)内は、減額措置を行う前の額であり、平成１５年度から減額をしている。

６　特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在）６　特別職の報酬等の状況（平成２３年４月１日現在）

９９０，０００円 / ５００，０００円

８０２，０００円 / ３９５，０００円

６９０，０００円 / ３５９，０００円

６２０，０００円 / ２９５，０００円

５６０，０００円 / ２７３，０００円

（２３年度支給割合）

２．９５月分

（２３年度支給割合）

２．９５月分

（算定方式） （支給時期）

任期毎

任期毎

（注） 1 給料及び報酬の（　　)内は、減額措置を行う前の金額である。

2 平成１５年度から市長の給料は５％、副市長の給料は３％を減額している。

3 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

勤めた場合における退職手当の見込額である。

夜間勤務手当 同じ － 7,546千円 99,289円×
25

100

休日勤務手当 同じ － 28,056千円 171,073円

×
135

100

宿日直勤務手当 同じ － － －

寒冷地手当 同じ － － －

区　分 給　　料　　月　　額　　等

給
 
 

料

（参考）　類似団体における最高/最低額

市　長
９２６，２５０円
（975,000円）

副市長
７６４，３６０円
（788,000円）

報
　
酬

議　長 ５０４，０００円

副議長 ４２０，０００円

議　員 ３９５，０００円

期
末
手
当

市　長

副市長

議　長

副議長

議　員

19,562,400円

副市長 給料月額×在職月数×０．２６ 9,539,212円

備考

退
職
手
当

（１期の手当額）

市　長 給料月額×在職月数×０．４４



７　職員数の状況７　職員数の状況７　職員数の状況７　職員数の状況

（１）　部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

新規採用職員の総務課配置による増等

〈参考〉人口10,000人当たり職員数　47.55人

〈参考〉人口10,000人当たり職員数　76.99人

　

（注）　 1 職員数は一般職に属する職員数である。

2 [　　　　]内は、条例定数の合計である。

（２）　年齢別職員構成の状況（平成２３年４月１日現在）

　　　　　　　　　　　　　区　　分
　部　　門

職　　員　　数 対　前　年
増　減　数

主　な　増　減　理　由
平成２２年 平成２３年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　　会 6人 6人 0人

総　　　務 85人 92人 7人

税　　　務 27人 26人 △ 1人

労　　　働 1人 1人 0人

農林水産 21人 20人 △ 1人

商　　　工 5人 5人 0人

土　　　木 44人 45人 1人

民　　　生 100人 118人 18人

衛　　　生 29人 31人 2人

318人 344人 26人

（類似団体の人口1万人当たり職員数57.74人）

教　　　育 134人 121人 △ 13人

消　　　防 93人 92人 △ 1人

計

小　　　計 545人 557人 12人

（類似団体の人口1万人当たり職員数78.49人）

　
　
会
計
部
門

公
営
企
業
等

水　　　道 19人 19人 0人

下 水 道 13人 10人 △ 3人

そ の 他 24人 23人 △ 1人

小　　　計 56人 52人 △ 4人

合　　　計
601人 609人 8人

[　699人] [　699人] [　0人] 〈参考〉人口10,000人当たり職員数　84.17人

区分
２０歳 ２０歳 ２４歳 ２８歳 ３２歳 ３６歳 ４０歳 ４４歳 ４８歳 ５２歳 ５６歳 ６０歳

～～～～～～～～～～ 計
未満 ２３歳 ２７歳 ３１歳 ３５歳 ３９歳 ４３歳 ４７歳 ５１歳 ５５歳 ５９歳 以上

職員数
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

6 25 31 37 53 105 54 69 78 56 81 14 609

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

２
０
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～
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２
８
～
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１
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３
５
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～
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～
４
３

４
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～
５
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５
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歳
以
上

今年度構成比

５年前構成比



(3) 職員数の推移
（単位：人・％）

（注） 1 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

８　公営企業職員の状況８　公営企業職員の状況８　公営企業職員の状況８　公営企業職員の状況

（1）　水道事業

①職員給与費の状況

ア　決算

（注）　 1　職員手当には退職給与金を含まない。

2  職員数は平成23年3月31日現在の人数である。

イ　特記事項

人件費削減措置

②　職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成23年4月1日現在）

（注）　 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

年　　度
平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

過去５年間
部　　門　　別  の増減数（率）

一般行政 317 325 321 322 318 344 27 (8.5%)

教育 151 141 139 138 134 121 △ 30 (△19.9%)

消防 92 92 94 93 93 92 0 (0.0%)

普通会計計 560 558 554 553 545 557 △ 3

公営企業
等会計

57 54 55 56 56

612 609 609 601

(△0.5%)

52 △ 5 (△8.8%)

609 △ 8 (△1.3%)

区分
総費用

　　　　　A
純損益又は
実質収支

職員給与費
　　　　　　B

総費用に占める
職員給与費比率

　　　　　　B/A

（参考）
21年度の総費用に占
める職員給与費比率

計 617

千円 千円 千円 ％ ％

期末・勤勉手当 　　計　B

22年度 1,844,709 256,234 153,617 8.3 7.2

千円 千円 千円

区分
職員数
　　　A

給             　  与　  　     　　　費 一人当たり
給与費　B/A

(参考)類似団体平均
一人当たり給与費給　　料 職員手当

81,647 18,781 28,304 128,732

人 千円 千円 千円

6,437 6,443

区分 削減措置 内　　　容

管理職 管理職手当の削減 支給月額の10％～18％を減額

22年度 20

区　　　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

名取市 46.3 歳 350,492円 509,311円

団体平均 45.6 歳 362,100円 535,892円

事業者 － －



③　職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円 千円

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分 （ ） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

(役職加算） ％

(管理職加算） ％

（注）　

イ　退職手当（平成23年4月1日）

（支給率） （支給率）

勤続２０年 23.50月 30.55月 勤続２０年 月 月

勤続２５年 33.50月 41.34月 勤続２５年 月 月

勤続３５年 47.50月 59.28月 勤続３５年 月 月

最高限度額 59.28月 59.28月 最高限度額 月 月

その他の加算措置 定年前早期特例措置 その他の加算措置 定年前早期特例措置

（2％～20％加算）

退職時特別昇給 無 退職時特別昇給

１人当たり平均支給額 千円 １人当たり平均支給額 千円

（注）　

ウ　地域手当（平成23年4月1日現在）

名　　　取　　　市 水道事業（団体平均）

１人当たり平均支給額（平成22年度） １人当たり平均支給額（平成22年度）

1,465 1,510

（平成22年度支給割合） （平成22年度支給割合）

2.60 1.35 ― ―

1.45 0.65 ― ―

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

5～15

0 ―

（　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

名　　　取　　　市 水道事業（団体平均）

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年

― 14,981

18

退職手当の1人当たり平均支給額は、平成２２年度に退職した全職種に係る職員に支給 された平均額である。

支 給 実 績 （平 成 ２ ２年 度 決 算 ） 2,397 千円

支給職員１人当たり平均支給額（平成２２年度決算） 119,850 円

％

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

東京都特別区 18 ％ 0 人

20 人 3

％

宮城県仙台市 6 ％ 0 人 6

％
　宮城県
　　名取市・多賀城市
　　・利府町・富谷町

3 ％



エ　特殊勤務手当（平成23年4月1日）

オ　時間外勤務手当

（注）　　時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　　その他の手当　（平成23年4月1日現在）

内容及び支給単価

配偶者 13,000円
配偶者以外の扶養親族
　・１人目
　　配偶者がいる場合 6,500円
　　配偶者がない場合 11,000円
　・その他 1人につき6,500円加算
　・扶養親族である子のうち満１６歳の年度始めから

　満２２歳の年度末までの子１人につき5,000円加算

１　借家、借間に居住している職員

　ア　月額23,000円以下の家賃を支払っている

　　　職員・・・家賃－12,000円

　イ　月額23,000円を超える家賃を支払っている

　　　職員・・・11,000円＋（家賃-23,000円）/2

交通機関利用者の支給限度・・・月55,000円
交通用具の使用者
　ア　普通自動車以外

・・・使用距離により2,000円～24,500円
　イ　普通自動車

・・・使用距離により2,200円～24,200円

やむを得ない事情により、同居していた配偶者

と別居することとなった職員

月額23,000円+（規則により最高45,000円）

管理、監督の地位にある職員のうち、次の職員

会計管理者、消防長、部長、社会福祉事務所長、

　議会事務局長・・・72,570円（88,500円）

理事・・・67,338円（77,400円）

部次長・・・63,294円（72,700円）

課長、工事検査監、保健センター所長、

　事務局長、消防署長・・・57,316円（62,300円）

参事、技術参事、指導主事・・・47,748円（51,900円）

場長、所長（出張所除く）、館長、園長、

　事務長・・・45,632円（49,600円）

支給実績（平成22年度決算） 76　千円　

支給職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 5,421　円　

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度） 70.0　％　

手当の種類（手当数） １種類（２)　

特殊勤務手当の種類 支給対象職員 主な支給対象業務
左記職員に対する

支給単価

300円

第２種 従事職員
勤務時間外に事故発生のため緊
急に勤務を命ぜられた場合の業務

１回につき 700円

職員１人当たり平均支給年額（平成22年度決算） 831千円

支給実績（平成21度決算） 5,836千円

料金の滞納整理のため外勤業務 日　額

水道業務手当

第１種 従事職員

職員１人当たり平均支給年額（平成21年度決算） 292千円

手当名
一般行政
職の制度
との異同

一般行政職の
制度と異なる

内容

支給実績(平成22年度決算) 15,782千円

支給実績
（22年度決算）

支給職員１人当た
り平均支給年額
（22年度決算）

扶養手当 同じ － 2,225千円 247,222円

住居手当 同じ － 945千円 315,000円

通勤手当 同じ － 1,018千円 67,867円

単身赴任手当 同じ － － －

管理職手当 同じ － 669千円 669,472円



　臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の

必要により週休日又は休日に勤務した管理職手

当の支給を受ける職員

支給額は役職名に応じて5,000円～8,000円

ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える

場合は上記の額に100/150を乗じて得た額

　正規の勤務時間として午後10時から翌日の

午前５時までの間に勤務する職員

（給料の月額＋地域手当）×12 ×

１週間の勤務時間40×52

×深夜勤務時間数

　休日（祝日、年末年始）に正規の勤務時間中に

正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた

職員

（給料の月額＋地域手当）×12 ×

１週間の勤務時間40×52

×正規の勤務時間中に勤務した全時間数

宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員

　 1回につき　　4,200円

　平成16年10月29日から引き続き旧寒冷地に在

勤する職員に対し、11月から3月まで各月支給

※　平成２１年度以降、支給対象者なし。

（注） 管理職手当の（　　)内は、減額措置を行う前の額であり、平成１５年度から減額をしている。

管理職員特別
勤務手当

同じ － 63千円 63,000円

夜間勤務手当 同じ － － －

－ － －

25

100

休日勤務手当 同じ － 227千円

寒冷地手当 同じ － － －

18,917円
135

100

宿日直勤務手当 同じ


